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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　
「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
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預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）

宗
像
大
宮
司
氏
業
・
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
再
考

（
註
１
）

（
註
2
）

（
註
3
）

河
窪 

奈
津
子

《
研
究
ノ
ー
ト
》
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　
「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）

（
註
４
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　

「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　

「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 
（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　
「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　
「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　
「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）

（
註
５
）

（
註
６
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　

「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―

氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、
中
世
宗
像
社
に
関
す
る
論
文
に
、
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
家
の

領
主
権
確
立
を
果
た
し
た
大
宮
司
氏
業
、
長
氏
父
子
に
つ
い
て
、
六
波
羅
探
題

の
奉
行
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
宗
像

大
社
所
蔵
文
書
に
向
き
合
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
釈
然
と
し
な
い
違
和
感
を

覚
え
て
き
た
。『
新
修
宗
像
市
史
』
執
筆
準
備
と
し
て
関
係
史
料
の
再
検
討
を
行

う
な
か
で
、
従
来
の
奉
行
人
説
に
つ
い
て
大
社
所
蔵
史
料
か
ら
の
反
論
を
試
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
稿
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
宗
像
姓
を
名
乗
る
人
物
は
、
筑
前
国
宗
像
郡
の
宗
像
社
大
宮
司

家
一
族
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
宗
像
」
姓
は
地
名
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
古
代
奈
良
・

平
安
時
代
に
宗
像
地
域
以
外
に
居
住
す
る
宗
像
姓
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
に
、
そ
の
技
能
に
対
し
て
褒

賞
を
賜
っ
た
「
解
工
胸
形
朝
臣
赤
麻
呂
」
を
は
じ
め
と
し
て
、『
続
日
本
後
紀
』
、

「
正
倉
院
文
書
」
に
お
い
て
も
「
宗
形
」
、「
宗
方
」
を
名
乗
る
人
物
が
散
見
す
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
新
撰
姓
氏
録
』
の
「
右
京
神
別
下
」
、「
河
内
国
神
別
」
に
挙
げ
ら
れ
た
「
宗

形
君
」
は
吾
田
片
隅
命
の
後
裔
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
像
大
宮
司

家
で
は
独
自
に
、
大
海
命
の
子
孫
、
七
戸
大
宮
司
第
一
の
宗
形
滋
光
の
末
裔
な

ど
と
称
し
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
は
醍
醐
天
皇
弟
清
氏
親
王
を
祖

と
す
る
伝
承
を
創
り
あ
げ
て
い
る
。
京
都
、
河
内
国
の
宗
像
一
族
と
筑
前
国
宗

像
の
宗
像
一
族
と
は
、
枝
分
か
れ
し
て
以
来
別
個
の
一
族
と
し
て
存
在
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
関
東
知
行
国
の
「
乃
貢
未
済

荘
々
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
国
大
吉
祖
荘
の
荘
園
領
主
は
「
宗
像
少
輔
」
と
あ

る
。
版
画
家
の
棟
方
志
功
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
東
北
地
方
に
は
字

面
は
問
わ
ず
「
む
な
か
た
」
姓
が
多
く
、
筆
者
も
宗
像
大
社
学
芸
員
と
し
て
、

ル
ー
ツ
の
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。

　

「
宗
像
姓
＝
宗
像
大
宮
司
一
族
」
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
、
宗
像
大
宮
司
氏

業
、
長
氏
が
六
波
羅
奉
行
人
と
し
て
在
京
し
て
い
た
と
さ
れ
る
時
期
に
、
彼
ら

が
宗
像
の
地
に
在
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
を
検
証
し
て
、
六
波
羅
奉
行
人
説
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

１　

研
究
史
と
人
名
比
定
根
拠
の
検
証

　

先
ず
、
氏
業
・
長
氏
奉
行
人
説
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

先
鞭
は
や
は
り
『
宗
像
神
社
史
』
で
あ
る
。
下
巻
（
一
九
六
六
年
）「
主
な
る

大
宮
司
の
事
績
」
に
お
け
る
氏
業
の
記
述
に
（
四
六
〇
頁
）
、
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
（
一
二
八
三
）
条
を
基
に
「
山
城
平
等
院
末
寺
善
縁
寺
を
六
ヶ
年
に
わ
た

っ
て
押
領
し
、
そ
の
本
尊
を
私
堂
に
安
置
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、

断
定
は
避
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
（
一
九
九
二

年
）
の
宗
像
氏
業
と
長
氏
の
初
出
史
料
で
あ
る
大
宮
院
庁
下
文
で
の
注
解
で
は
、

在
京
、
奉
行
人
説
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
執
筆
担
当
は
川
添
昭
二
氏

で
あ
る
が
、
当
時
は
川
添
氏
の
、
宗
像
姓
の
六
波
羅
奉
行
人
は
在
京
宗
像
一
族

で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

次
い
で
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
（
一
九
九
九
年
）
三
五
七―

三
五
八

頁
、
執
筆
者
の
正
木
喜
三
郎
氏
は
「
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
長
氏
は
宗
像
新

左
衛
門
尉
と
名
乗
り
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
の
下
で
、
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ

た
」
と
記
述
す
る
。
筧
雅
博
氏
『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
蒙
古
襲
来
と
徳

政
令
」
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
も
、
「
宗
像
大
宮
司
長
氏
（
氏
業
の
嫡

子
）
は
、
や
が
て
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
新
左
衛
門
尉
長
氏
と
し
て
、
訴
訟
関
係

史
料
中
に
痕
跡
を
残
す
」
と
し
て
い
る
。
正
木
・
筧
説
を
踏
襲
し
て
、
中
村
光

希
氏
「
筑
前
国
宗
像
社
領
と
得
宗
支
配
」（
東
北
学
院
大
学
中
世
史
研
究
会
『
六

軒
丁
中
世
史
研
究
会
』
一
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）は
、
「
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
自

己
勢
力
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
蒙
古
襲
来
の
こ
ろ
幕
府
職
員
（
六
波
羅
奉
行
）

と
な
り
、
訴
訟
関
係
史
料
に
そ
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
」
と
し
た
。

　

画
期
は
、
詳
細
に
六
波
羅
探
題
職
員
を
検
出
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
森
幸
夫

氏
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る
。

こ
の
検
証
か
ら
「
同
苗
字
の
引
付
奉
行
人
」
十
氏
の
中
に
宗
像
姓
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、こ
の
名
字
の
由
来
が
京
中
の
宗
像
地
名
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
こ
で
列
記
さ
れ
た
宗
像
姓
の
引
付
奉
行
人
は
以
下
の
八
人
で
あ
る
。

　

左
衛
門
・
六
郎
・
良
直
・
入
道
・
長
氏
・
基
氏
・
真
性
・
重
基

　

森
氏
は
そ
の
後
、『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
条
か
ら
自
著
で
検
出
し
た
「
宗
像
入

道
」
を
宗
像
氏
業
に
比
定
し
、
宗
像
姓
に
筑
前
宗
像
大
宮
司
家
の
宗
像
氏
を
加

え
て
、「
宗
像
氏
業
は
文
永
五
年
～
弘
安
六
年
ま
で
は
京
都
を
拠
点
と
し
、
六
波

羅
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
」
と
自
説
に
加
筆
し
た
（
日
本

史
史
料
研
究
会
報
「
ぶ
い
＆
ぶ
い
」
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、

中
村
翼
氏
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
筑
前
国
宗
像
社
の
再
編
と
宗
像
氏
業
」
（
『
九

州
史
学
』
一
六
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
、
野
木
雄
大
氏
「
鎮
西
に
お
け
る
御
家

人
制
の
受
容―

宗
像
大
宮
司
職
相
伝
の
正
当
性
の
確
立―

」（『
九
州
史
学
』
一
七

五
号
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
旨
の
展
開
に
お
い
て
氏
業
の
六
波
羅

奉
行
人
説
を
用
い
た
。
野
木
氏
は
、
森
氏
が
源
姓
と
し
た
奉
行
人
宗
像
長
氏
に

つ
い
て
も
踏
み
込
ん
で
「
大
宮
司
長
氏
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」

と
し
た
。

　

反
論
も
な
い
ま
ま
に
、
宗
像
氏
業
や
長
氏
の
六
波
羅
奉
行
人
説
が
定
説
と
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
こ
の
小
論
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
宗
像
氏
業
、

長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
物
の
史
料
を
確
認
し
よ
う
。

（
イ
）
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）　
　

「
宗
像
六
郎
子
息
童
形
号
如
意
丸
」

（
ロ
）
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）　
　

「
宗
像
六
郎
左
衛
門
」

（
ハ
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ニ
）
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）　
　

「
宗
像
入
道
」

（
ホ
）
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）　
　

「
宗
像
入
道
浄
恵
」

（
ヘ
）
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）　
　

「
（
宗
像
新
左
衛
門
尉
）
長
氏
」

（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

（
チ
）
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）　
　

「
橘
知
尚　

卒
」

 
 

 

　
　
　
　

「
母
鎮
西
住
人
宗
像
六
郎
入
道
浄
恵
女
」

（
リ
）
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）　
　

「
宗
像
長
氏
」

　
　

※

ト
・
リ
は
ヘ
の
花
押
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
長
氏
に
比
定

　

（
イ
）
は
実
名
比
定
の
検
証
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
（
ロ
）
は
、
氏
業
は
こ
の

時
点
で
既
に
出
家
し
て
お
り
通
称
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
。
（
ハ
）
（
ニ
）
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良
い
と
し
て
も
、
在
京
の
宗
像
一
族
の
存
在
と
、
六
波
羅
奉

行
人
の
中
に
出
家
し
て
法
名
を
名
乗
る
人
物
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
業
を
指
す

と
す
る
の
は
拙
速
で
あ
る
。（
ホ
）
は
法
名
は
一
致
す
る
が
、
こ
の
人
物
の
実
名

が
氏
業
で
あ
る
こ
と
の
検
証
は
省
か
れ
て
い
る
。（
チ
）
は
唯
一
確
実
に
宗
像
大

宮
司
氏
業
（
法
名
浄
恵
）
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
。

　

宗
像
長
氏
に
比
定
さ
れ
た
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
は
、「
新
左
衛
門
尉
」
と
い
う

通
称
に
つ
い
て
の
検
証
が
な
く
、
正
和
二
年
時
点
で
の
宗
像
長
氏
の
存
命
も
確

か
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
史
料
の
人
名
を
宗
像
大
宮
司
氏
業
に
比
定
す
る
根
拠

は
、
「
六
郎
」
「
入
道
」
「
浄
恵
」
の
一
部
一
致
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
氏
業
」

と
表
記
さ
れ
た
も
の
は
全
く
無
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』

で
は
「
鎮
西
住
人
」
と
認
識
し
、
人
名
記
述
も
宗
像
側
の
史
料
表
現
と
一
致
す

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
史
料
に
み
え
る
人
物
を
宗
像
大
宮

司
氏
業
、
長
氏
に
比
定
す
る
こ
と
の
根
拠
は
盤
石
な
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。

　

『
宗
像
市
史
』
以
降
の
各
論
考
は
、
宗
像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
た
め

の
梃
子
と
し
て
、
氏
業
、
長
氏
父
子
が
幕
府―

六
波
羅
探
題
と
結
ん
だ
こ
と
を
、

具
体
的
に
は
六
波
羅
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

氏
業
、
長
氏
の
時
代
の
史
料
は
、
宗
像
大
社
所
蔵
中
世
文
書
の
な
か
で
も
多

数
を
占
め
、
こ
の
二
世
代
が
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
、
領
主
権
の
強
化
、
社

領
の
拡
大
を
成
し
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
が
導
き
出
し
た
宗

像
大
宮
司
家
の
領
主
権
確
立
の
画
期
で
あ
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
は
な
い
が
、

次
項
で
は
、
氏
業
、
長
氏
に
関
わ
る
宗
像
側
の
史
料
を
用
い
て
そ
の
事
績
を
た

ど
り
、
在
地
宗
像
に
在
っ
て
こ
そ
の
活
動
を
確
か
め
た
い
。

２　

宗
像
氏
業
の
事
績

　

氏
業
は
伯
父
の
氏
国
の
養
子
と
な
っ
て
大
宮
司
職
相
伝
を
受
け
て
い
る
が
、

そ
の
譲
状
は
現
存
し
な
い
。
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
成
立
の
『
宗
像
社
家

文
書
惣
目
録
』
「
代
々
社
務
譲
状
次
第
」
に
も
欠
け
て
は
い
る
が
、
「
宗
像
大
宮

司
長
氏
証
文
注
進
状
案
」
二
九
号
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
四
月
十
二
日
宗

像
氏
国
書
状
案
に
「
（
六
郎
・
氏
業
は
）
幼
少
よ
り
養
子
に
て
候
之
間
、
一
向
付

属
所
職
所
領
之
由
」
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
三
〇
号
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

二
月
十
四
日
宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案
に
「
寛
喜
三
年
以
氏
国
自
筆
後
判
之
状
、

譲
給
氏
業
之
間
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
宮
司
職
は
寛
喜
三
年
に
氏
国
か
ら
氏

業
へ
と
相
伝
さ
れ
た
と
し
て
良
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
氏

業
実
父
の
氏
経
か
ら
何
か
し
ら
の
異
議
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本

稿
の
趣
旨
は
そ
こ
に
は
な
い
の
で
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
大
宮
司
と
な
っ
た
氏

業
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　

宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
氏
業
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
に

つ
い
て
の
史
料
（
目
録
項
目
も
含
む
）
を
、
年
次
を
追
っ
て
書
き
上
げ
て
み
よ

う
。
ま
た
、
文
永
十
年
頃
か
ら
は
長
氏
が
名
実
と
も
に
大
宮
司
と
し
て
の
活
動

を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
項
の
（
ヘ
）
（
ト
）
（
リ
）
に
関
連
す
る
長
氏
関
係

史
料
も
加
え
た
。

　　

凡
例

　
　

文
書
名
、
内
容
、
出
典
の
順
に
記
し
た
。

　
　

　

内
容
は
、
１
．
大
宮
司
職
相
伝
、
２
．
本
家
・
幕
府
と
の
折
衝
、
３
．

　
　
　
　

名
主
相
論
、
４
．
社
領
各
所
相
論
、
の
四
つ
に
大
別
し
番
号
で
示
し

た
。

　
　

　

文
書
は
全
て
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
Ⅰ
、
Ⅱ
で
巻
数
を
、
続
い
て
史
料
名
、
文
書
番
号
（
惣
目
録
は

項
目
番
号
）
を
示
し
た
。

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）

　

宗
像
氏
国
書
状
案　
　
　

氏
業
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
九

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
六

文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
木
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
七

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

修
理
料
所
曲
村
相
論
４　

Ⅱ
出
光
四

建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

大
宮
司
氏
業
安
堵
１　
　

Ⅰ
三
〇

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

　

宗
像
氏
業
所
職
譲
状
案　

長
氏
に
譲
与
１　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
三
〇

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

　

関
東
下
知　
　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
長
府
毛
利
文
書
）　

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
一
九

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

　

六
波
羅
書
下　
　
　
　
　

小
呂
島
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
三
一

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

守
護
使
不
入
２　
　
　
　

Ⅰ
三
二

建
長
七
年
（
一
二
五
五
）

　

田
久
村
安
堵
状　
　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
４　

Ⅱ
惣
目
録
７

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　

大
宮
院
庁
下
文　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
安
堵
１　

Ⅰ
一
〇

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

施
行
１　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
一
三

正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
一

　

預
所
橘
知
茂
和
与
状　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
出
光
一
四

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

赤
馬
荘
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
五

　

関
東
御
教
書
案　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
二

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
出
光
五

　

六
波
羅
下
知　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅱ
惣
目
録
37

　

武
藤
資
能
・
中
原
信
景 

（
？
）
連
署
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
佐
宮
造
営
課
役
２　
　

Ⅰ
三
四

　

姉
小
路
中
納
言
消
息　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

　

宗
像
名
主
連
署
・
太
宰
少
弐
資
能
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
44

正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

　

六
波
羅
裁
許
状
（
断
簡
）
名
主
相
論
３　
　
　
　
　

Ⅰ
五
二

正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）

　
　

「
大
札
」　

　
　
　
　
　

社
領
支
配　
　
　
　
　
　

Ⅱ
事
書
に
引
用

弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）

　

預
所
備
中
守
橘
知
茂
和
与
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
四

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

本
家
と
の
和
与
２　
　
　

Ⅱ
近
藤
五

文
永
元
年
（
一
二
六
四
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進
四

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）

　

田
久
村
等
安
堵
状　
　
　

赤
馬
荘
田
久
村
安
堵
２　

Ⅱ
惣
目
録
７

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）

　

後
嵯
峨
上
皇
（
？
）
院
宣
（
断
簡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
二
〇
二

文
永
四
年
（
一
二
六
七
）

　

関
東
下
知
状
案　
　
　
　

安
楽
寺
と
の
相
論
４　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
三

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）

　

沙
弥
浄
恵
請
文
案　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
六
〇

　

大
中
臣
経
実
寄
進
状　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
一

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）

　

書
状　
　
　
　
　
　
　
　

造
営　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
66

　

預
所
橘
知
嗣
下
文　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
三

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）

　

大
中
臣
経
実
請
文　
　
　

山
口
村
寄
進
３　
　
　
　

Ⅰ
六
三

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）

　

預
所
橘
知
嗣
袖
判
下
文　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
四
四

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
四

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

伊
佐
早
荘
相
論
４　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進
二
六

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

　

石
清
水
八
幡
別
当
法
印
行
清
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
六
五

　

六
波
羅
下
知
状　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
出
光
六

　

大
宰
府
守
護
所
牒　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅰ
四
五

　

守
護
所
牒　
　
　
　
　
　

山
田
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
36

　

宗
像
大
神
宮
神
官
・
僧
官
・
御
灯
衆
連
署
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
恵
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
一

文
永
十
年
（
一
二
七
三
）

　

関
東
御
教
書
写　
　
　
　

土
穴
・
稲
本
・
須
恵
村
相
論
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
六

　

浄
恵
譲
状　
　
　
　
　
　

所
領
・
所
職
１　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

　

大
宮
司
長
氏
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
長
氏
注
進

　

沙
弥
浄
恵
注
進
状
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
浄
恵
注
進

文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

　

六
波
羅
御
教
書
写　
　
　

西
郷
住
人
刃
傷　
　
　
　

Ⅱ
近
藤
七

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

　

関
東
裁
許
状
案　
　
　
　

朝
町
村
相
論
４　
　
　
　

Ⅱ
宗
像
家
九

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）

　

関
東
安
堵　
　
　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅱ
惣
目
録
２

　

六
波
羅
施
行
状　
　
　
　

長
氏
社
務
職
安
堵
１　
　

Ⅰ
四
七

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）

　

六
波
羅
奉
行
人
某
書
状　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ
八
五

　

政
泰
（
マ
マ
）
返
状　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

六
波
羅
奉
行
人
状　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

（
斎
藤
）
観
意
・
見
蓮
返
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

　

勘
解
由
朝
臣
返
状
（
宗
像
入
道
宛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

怪
異　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
32

正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）

　

関
東
御
教
書　
　
　
　
　

長
氏
大
宮
司
職
補
任
１　

Ⅱ
出
光
八

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

　

自
長
氏
氏
盛
譲
状　
　
　

大
宮
司
職
譲
与
１　
　
　

Ⅱ
惣
目
録
67

　

氏
業
の
活
動
時
期
を
考
え
て
み
よ
う
。
息
子
長
氏
の
妻
は
文
永
六
年
（
一
二

六
九
）
に
は
「
号
宗
像
女
房
」
し
て
、
父
か
ら
肥
前
国
晴
気
保
地
頭
職
を
譲
与

さ
れ
（
Ⅰ
六
二
）
、
さ
ら
に
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
長
氏
と
の
息
子
弥
松
に

晴
気
保
を
譲
与
し
て
い
る
（
Ⅰ
六
七
）
。
二
人
の
婚
姻
の
時
期
、
息
子
弥
松
は
童

名
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
長
氏
が
父
氏
業
の
申
請
に
よ
っ
て
大
宮

司
職
安
堵
を
得
た
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
時
点
で
仮
に
十
才
と
す
れ
ば
、
妻

を
得
て
い
た
文
永
六
年
は
二
十
三
才
。
当
時
の
婚
姻
年
齢
か
ら
す
れ
ば
、
も
う

少
し
若
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
般
に
元
服
し
て
実
名
を
名
乗

る
に
は
ま
だ
満
た
な
い
年
齢
で
の
大
宮
司
職
安
堵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
長
氏
が
成
長
し
て
父
の
後
見
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

文
永
十
年
の
浄
恵
譲
状
（
Ⅱ
惣
目
録
67
）
あ
た
り
が
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

そ
れ
ま
で
は
、
実
権
は
氏
業
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

氏
業
が
自
ら
が
大
宮
司
職
に
あ
っ
て
領
主
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、

早
々
に
幼
い
長
氏
に
大
宮
司
職
を
譲
与
し
た
意
図
は
、
大
宮
院
庁
下
文
に
引
用

さ
れ
た
解
状
の
文
言
、「
然
則
以
長
氏
為
件
職
、
任
旧
例
、
一
事
以
上
執
行
社
務
、

子
孫
相
伝
無
相
違
可
令
領
掌
之
旨
」
に
尽
き
る
。
氏
業
は
伯
父
氏
国
の
養
子
と

し
て
大
宮
司
職
を
相
伝
し
た
も
の
の
、
氏
国
実
子
の
氏
昌
、
自
身
の
実
父
の
氏

経
と
の
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
て
後
、
よ
う
や
く
建
長
二
年
に
社
務
職

安
堵
の
関
東
御
教
書
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
長
氏
以
降
の
子
孫
相
伝
、
つ

ま
り
大
宮
司
嫡
流
家
の
固
定
化
を
強
く
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
前
記
一
覧
の

２
、
３
、
４
に
分
け
た
内
容
の
史
料
は
、
そ
れ
を
補
完
強
化
し
大
宮
司
の
領
主

権
を
強
固
に
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

矢
継
ぎ
早
に
訴
訟
案
件
を
処
理
し
た
後
の
正
嘉
三
年
に
、「
大
札
」
が
社
内
に

示
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
幼
く
と
も
長
氏
が
宗
像
社
を
主
宰
す
る
大
宮
司
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

次
に
、
前
項
で
列
挙
し
た
氏
業
・
長
氏
に
比
定
さ
れ
て
き
た
人
名
と
か
ら
め

な
が
ら
、
彼
ら
の
事
績
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
文
応
元
年
に
「
宗
像
六
郎
子
息
」
が
将
軍
宗
尊
親
王
に
供
奉
し
た
こ
と

か
ら
、
氏
業
は
こ
の
頃
に
は
在
鎌
倉
で
あ
っ
た
と
の
論
を
再
考
す
る
と
、「
宗
像

六
郎
」
を
氏
業
と
す
る
根
拠
は
薄
い
。
子
息
如
意
丸
は
童
名
で
あ
る
か
ら
長
氏

で
は
な
く
、
こ
の
名
誉
あ
る
役
に
大
宮
司
職
を
継
承
し
な
い
子
息
を
付
け
た
こ

と
も
疑
問
で
あ
る
。

　

翌
弘
長
元
年
に
は
、
正
嘉
元
年
に
本
家
と
の
和
与
が
成
立
し
た
三
件
の
う
ち

の
、
大
宮
司
一
円
支
配
地
へ
の
編
入
事
項
に
つ
い
て
、
本
家
と
幕
府
の
両
方
か

ら
の
再
確
認
を
得
て
い
る
。
氏
業
に
よ
る
入
念
な
「
仕
上
げ
」
で
あ
る
。
こ
の

案
件
に
費
や
し
た
時
間
は
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

こ
の
和
与
と
土
穴
・
稲
本
・
須
恵
三
か
村
相
論
の
件
で
氏
業
は
荘
園
宗
像
社
の

預
所
で
あ
っ
た
橘
知
茂
、
知
嗣
父
子
と
の
知
遇
を
得
て
、
知
嗣
に
娘
を
嫁
が
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
氏
業
に
対
し
て
荘
園
領
主
側
の
信
頼
は
厚
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
永
五
年
か
ら
弘
安
二
年
ま
で
の
「
宗
像
入
道
」
を
氏
業
（
浄
恵
）
に
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
氏
業
は
文
永
元
年
か
ら
は
毎
年
、
案
件
処
理
を

こ
な
し
て
い
る
。
氏
業
私
領
の
肥
前
国
伊
佐
早
荘
相
論
の
関
東
下
知
、
同
じ
く

私
領
の
赤
馬
荘
田
久
村
の
荘
園
領
主
か
ら
の
安
堵
、
造
営
事
業
、
安
楽
寺
所
司

と
の
社
領
・
検
断
等
に
つ
い
て
の
下
知
と
続
き
、
文
永
五
年
に
は
土
穴
・
稲
本
・

須
恵
村
相
論
に
つ
い
て
問
注
所
か
ら
の
問
合
せ
を
受
け
て
の
請
文
を
提
出
し
て

い
る
。
と
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
宗
像
を
離
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

問
注
所
が
氏
業
に
問
合
せ
た
の
は
、
宗
像
社
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
り
事
情

通
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
請
文
も
伝
聞
で
は
な
く
氏

業
の
言
葉
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
業
の
宗
像
在
住
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
状
と
請
文
が
短
期
間
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
は
氏
業

の
在
京
を
示
す
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
の
在
京
を
認
め
る
と
し
て
も
そ

れ
以
前
か
ら
の
長
期
間
の
在
京
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

　

常
に
氏
業
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
長
氏
が
長
じ
て
大
宮
司
職
の
責
務
を
果

た
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
そ
の
後
見
人
と
し
て
大
宮
司
の
領
主
権
を
強
化
し
、

社
領
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
一
覧
か
ら
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
京

都
に
あ
っ
て
他
人
様
の
訴
訟
事
務
に
従
事
す
る
段
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
ま
た
、
訴
訟
事
務
処
理
能
力
を
身
に
着
け
る
時
間
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。

　

『
惣
目
録
』「
就
宗
像
社
怪
異
事
御
巻
数
」
項
に
は
、
弘
安
三
年
の
一
連
の
関

係
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
現
存
し
て
い
る
（
Ⅰ
八
五
）
。

宗
像
社
か
ら
六
波
羅
探
題
に
宛
て
た
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
巻
数
の
上
申
を
受
け

て
、
担
当
を
町
野
政
康
と
す
る
旨
の
書
状
（
三
月
廿
六
日
）
、
町
野
政
康
か
ら
の

連
絡
（
廿
七
日
）
を
受
け
た
斎
藤
観
意
・
見
蓮
か
ら
宗
像
六
郎
入
道
宛
て
の
書

状
（
廿
九
日
）
、
勘
解
由
朝
臣
某
か
ら
宗
像
入
道
に
宛
て
た
巻
数
の
請
取
状
（
四

月
三
日
）
と
日
付
順
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宗
像
入
道
」

は
氏
業
（
浄
恵
）
を
指
す
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
宗
像
に
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。『
勘
仲
記
』
の
弘
安
六
年
条
で
善
縁
寺
を
六
年
に
わ
た
っ
て
押
領
し

た
「
宗
像
入
道
浄
恵
」
は
、
同
名
別
人
と
考
え
て
良
い
。
氏
業
は
神
官
で
あ
る
。

本
尊
の
略
奪
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

氏
業
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
再
考
す
れ
ば
、
長
氏
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
必

要
と
な
る
。
前
項
の
（
ト
）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
「
宗
像
長
氏
」
に
つ
い
て

は
、
同
年
の
関
東
御
教
書
に
よ
る
長
氏
の
大
宮
司
職
還
補
が
「
為
異
族
防
禦
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
氏
が
筑
前
国
宗
像
郡
に
在
住
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
名
別
人
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
花
押

を
同
じ
く
す
る
（
ヘ
）
（
リ
）
の
宗
像
長
氏
も
別
人
で
あ
る
。

　

以
上
、
宗
像
大
宮
司
氏
業
（
浄
恵
）
、
長
氏
父
子
の
六
波
羅
奉
行
人
説
を
否
定

検
証
し
て
き
た
が
、
氏
業
が
本
家
（
公
家
）
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
建
長
三
年
の
氏
業
譲
状
案
の
「
依
致
奉

公
官
仕
之
忠
、
不
得
治
務
在
国
之
隙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
京
都
大
番
役

の
よ
う
な
御
家
人
と
し
て
の
奉
公
も
果
た
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
公
家

の
橘
氏
と
の
婚
姻
関
係
も
結
ん
で
い
る
。
宗
像
郡
朝
町
村
地
頭
と
し
て
東
国
御

家
人
の
佐
々
目
氏
が
下
向
し
て
土
着
し
て
い
く
が
、
当
然
宗
像
大
宮
司
家
と
の

交
渉
も
あ
っ
た
。
就
中
親
交
を
結
ん
だ
の
が
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
氏
で
あ
ろ
う
。

文
永
十
一
年
の
注
進
状
作
成
に
あ
た
っ
て
、
斎
藤
観
意
は
協
力
を
惜
し
ん
で
い

な
い
。
氏
業
の
意
図
達
成
に
こ
の
よ
う
な
人
脈
、
経
験
が
生
か
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
氏
業
自
身
は
六
波
羅
奉
行
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結

論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
奉
行
人
宗
像
姓
の
人
物
は
全
て
在
京
の
宗

像
姓
一
族
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

氏
業
は
自
身
の
大
宮
司
職
掌
握
で
は
な
く
、
大
宮
司
長
氏
の
後
見
と
な
っ
て

そ
の
領
主
権
確
立
・
強
化
、
社
領
拡
大
に
向
け
て
長
年
に
わ
た
る
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
を
、
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
弘

安
二
年
、
幕
府
に
よ
る
長
氏
へ
の
大
宮
司
職
安
堵
を
得
る
こ
と
で
、
氏
業
の
活

動
は
結
実
し
て
終
焉
を
迎
え
る
。
歴
史
を
早
送
り
し
て
み
る
と
、
氏
業―

長
氏

―
氏
盛―

氏
範―

氏
正
と
大
宮
司
嫡
流
家
が
定
着
し
て
お
り
、
氏
業
が
そ
の
礎

を
築
い
た
の
で
あ
る
。

　

宗
像
社
の
年
中
行
事
を
知
る
最
古
の
史
料
は
正
平
廿
三
年
（
一
三
六
八
）
成

立
の
も
の
で
あ
り
、
一
年
中
ほ
と
ん
ど
神
事
と
そ
の
準
備
が
続
い
て
い
る
。
こ

の
中
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
末
社
は
鎌
倉
末
期
成
立
と
思
わ
れ
る
「
宗
像
大
菩
薩

御
縁
起
」
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
関
東
裁

許
状
案
（
Ⅱ
宗
像
家
九
）
か
ら
は
、
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
に
は
既
に
五
月

会
・
放
生
会
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
中
期
に
は
正
平
の
頃

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
に
近
い
神
事
・
年
中
行
事
が
整
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
氏
業
も
長
氏
も
、
宗
像
社
を
主
宰
し
神
事
の
祭
主
を
務
め
る
大
宮
司
で

あ
る
と
い
う
視
点
の
欠
落
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
擱
筆
す
る
。

註
（
１
）
奈
良
・
平
安
時
代
の
胸
形
・
宗
形
姓
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
第
三
次
沖
ノ
島
調
査

報
告
書
『
宗
像
沖
ノ
島
』
Ⅲ
史
料
（
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
、
『
宗

像
市
史
』
史
料
編
古
代
中
世
Ⅰ
（
宗
像
市
、
一
九
九
五
年
）
に
、
網
羅
的
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
「
宗
像
大
菩
薩
御
縁
起
」
、
「
宗
像
宮
創
造
記
」（
『
宗
像
大
社
文
書
』
第
二
巻
に
別

冊
影
印
本
と
共
に
収
録
）

（
３
）
そ
の
正
確
・
明
確
な
理
由
を
持
つ
に
は
至
ら
な
い
が
、
京
都
や
河
内
国
の
宗
像
一

族
の
う
ち
、
さ
ら
に
東
を
目
指
し
て
行
っ
た
人
び
と
が
定
住
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
４
）
基
本
的
に
森
氏
著
書
で
の
検
証
か
ら
取
っ
て
お
り
参
照
願
い
た
い
。（
イ
）
は
『
吾

妻
鏡
』
、
（
ロ
）
は
「
天
台
座
主
記
」
第
八
十
五
、
（
ハ
）
は
「
高
野
山
文
書
又
続
宝

簡
集
」
、
（
ニ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安
元
冬
巻
裏
文
書
、（
ホ
）
は
『
勘
仲
記
』
弘
安

六
年
、
（
ヘ
）
は
九
条
家
文
書
六―

一
六
三
五
、
（
ト
）
は
東
大
写
真
帳
尊
経
閣
古
文

書
纂
二
二
、
（
リ
）
は
東
大
寺
文
書
之
十
一―

二
六
五
。（
チ
）
は
中
村
翼
氏
論
文
註

（
43
）
の
教
示
を
う
け
て
『
尊
卑
文
脈
』『
公
卿
補
任
』
か
ら
採
っ
た
。

（
５
）
宗
像
大
社
文
書
中
に
現
存
す
る
晴
気
保
の
手
継
文
書
か
ら
、
長
氏
の
妻
は
亡
父
の

遺
言
に
よ
り
兄
藤
原
隆
杲
か
ら
の
譲
与
を
う
け
、
「
今
者
号
宗
像
女
房
」
と
い
う
こ

と
か
ら
、
文
永
六
年
時
点
で
は
長
氏
の
妻
で
あ
っ
た
。

（
６
）
こ
の
三
箇
村
を
め
ぐ
る
相
論
は
長
期
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
後
は
各
村
に
分
け
て

　
　

相
伝
し
た
子
孫
に
よ
っ
て
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
か
け
て
宗
像
社
に
譲
渡
さ
れ
て
お

　

り
、
手
継
証
文
と
し
て
相
論
関
係
史
料
も
宗
像
社
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
伝
領
、
譲

渡
の
過
程
は
、
来
た
る
べ
き
『
新
修
宗
像
市
史
』
に
お
い
て
執
筆
し
よ
う
と
準
備
中

で
あ
る
。

（
７
）

河
窪
「
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
と
宗
像
大
社
中
・
近
世
史
」（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と

関
連
遺
産
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』
、
二
〇
一
一
年
）
、「
中
世
宗
像
社
の
神
事
と
大
宮
司

の
社
領
支
配
」
（
『
神
道
宗
教
』
二
二
二
・
二
二
三
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
か
わ
く
ぼ
な
つ
こ　

中
世
部
会
）

（
註
7
）


